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令和元年 第１０回神埼市農業委員会総会議事録 

１．開催日時  令和元年１０月２日（水） 午前９時３０分開会 

２．開催場所  神埼市役所３－３会議室 

３．出欠者の状況 

出席委員 １２名 

欠席委員  １名 

傍聴者   １名 

議席番号 役職 氏名 出欠 

１ 会長 西村 睦雄 出 

２ 副会長 末吉 利文 出 

３ 委員 城野 芳春 出 

４ 委員 野田  豊 出 

５ 委員 八谷  敏 出 

６ 委員 中原 和之 出 

７ 委員 樋口 光輝 出 

８ 委員 國部 善典 出 

９ 委員 森田 壽春 出 

１０ 委員 福田 省二 出 

１１ 委員 田淵 晃敏 欠 

１２ 委員 真島  満 出 

１３ 副会長 吉浦 文雄 出 

４．議事日程 

○日程第１ 議事録署名委員の指名 

１２番 真島 満委員  １３番 吉浦文雄副会長 

 

○日程第２ 会議書記の指名 

事務局長 山口秀利  係長 大隈裕次 

 

○日程第３ 付議事件 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について ３件 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について １件 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について ６件 

議案第４号 非農地証明について ２件 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画 利用権設定関係について １５１件 

議案第６号 農振除外申請に伴う事前審査について ４件 
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報告第１号 非農地通知の発出について １件 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について ６件 

報告第３号 農用地利用配分計画の認可 農用地利用配分計画関係について 

１件 

 

５．説明のため出席した職員 

【農業委員会事務局職員】 

事務局長  山口秀利 

農政農地係 係長 大隈裕次 

農政農地係 主事 藤原 碧 

【農政水産課職員】 

農業水産振興係 主査 内村 弘 

農業水産振興係 主事 山田昇平 
 

６．会議の概要 

（開会） 

事務局長 

皆様、おはようございます。 

本日は、ご多忙の中、台風接近の影響も懸念される中、本総会にご出席いた

だき、誠にありがとうございます。 

着席して、議事を進めさせていただきます。 

令和元年 第１０回 神埼市農業委員会総会の開催にあたり、会長のご挨拶を

お願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

会 長  

おはようございます。 １０月になりました。 もういよいよ、暑い暑いと

言っていた夏から、やっと先日赤とんぼを見まして、やっと秋になったかなと

思いました。 

本日は、第１０回の農業委員会に、皆様お忙しい中にご出席いただきまして

ありがとうございました。 

それでは、令和元年 第１０回神埼市農業委員会総会を始めさせていただき

ます。 
（農委会議規則「第８条 開会・休憩・延会・閉会は議長が宣告する。」より） 

 

（総会の成立） 

事務局長 

本日の出席委員は１２名です。 

欠席届が１１番 田淵委員より提出されています。 

定足数に達しておりますので、本日の総会は成立いたします。 
（農業委員会等に関する法律「第２７条第３項 総会は、全委員の過半数が出席しな

ければ、開くことができない。」より） 
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（議長登壇） 

事務局長 

これより議事に入りますが、神埼市農業委員会会議規則第６条の規定により、

会長に議長をお願いいたします。 

西村会長、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

それでは、お手元の総会次第に沿って、議事を進めます。 

○日程第１ 議事録署名委員の指名 

神埼市農業委員会 会議規則 第２１条第３項の規定に基づき、本総会の議事録

署名委員は、１２番真島委員と１３番吉浦副会長を指名します。 

よろしくお願いします。 

 

議 長 

○日程第２ 会議書記の指名 

本日の会議の書記は、事務局の山口局長、大隈係長を指名します。 

 

議 長 

○日程第３ 付議事件 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について ３件 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について １件 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について ６件 

議案第４号 非農地証明について ２件 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利用

集積計画 利用権設定関係について １５１件 

議案第６号 農振除外申請に伴う事前審査について ４件 

報告第１号 非農地通知の発出について １件 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について ６件 

報告第３号 農用地利用配分計画の認可 農用地利用配分計画関係について 

１件 

以上、６議案の１６７件と、３報告の８件です。 

ご審議、ご決定賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

議 長 

只今から議事に入りますが、質問のある方は、挙手をして、指名を受けてか

ら、必ずマイクを通して、議席番号、お名前の後に発言されるようお願いしま

す。 

 

 

（議案第１号、受付番号１番の申請者が入室、着席を確認） 

（議案第１号 農地法第５条関係） 
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議 長 

それでは、議案書の１ページをご覧ください。 

議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について議題とします。 

受付番号１番を審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、受付番号１番を議案書を基に説明】 

議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について説明します。 

受付番号１番、申請地の所在は神埼町的 字○○ ○○番の田１筆 ９８４㎡

です。 

転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のとおり

で、事業は令和２年３月３０日の完了予定となっております。 

権利の内容は所有権の移転で、農振除外は平成２３年１２月１９日に決定済

みであり、農地区分については、申請地は「第３種農地になることが見込まれ

る区域として、宅地化の状況が住宅などの施設が連たんしている区域に近接す

る区域内にある農地の区域で、その規模が概ね１０ha未満であること」と判断

され、第２種農地に該当しますが、農地転用許可基準は、「用地選定を行った

上で周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」となります。 

位置図などは３ページと４ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図、資金の融資証明書があり、

行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、排水処理や被害防止については、

周囲に支障が無いよう計画されていて、隣接地土地所有者や地区の同意も得て

あります。説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

受付番号１番について、地区担当委員の１０番 福田委員のご意見をお願いし

ます。 

 

１０番 福田委員 【地区担当委員の意見】 

おはようございます。 １０番の福田です。 

第１号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。 

申請内容につきましては、事務局の説明のとおりでございます。 

私も、地区担当の古澤推進委員とともに、先月の３０日に現地の状況や転用

の内容などを調査しましたけども、申請地は県道に隣接しており、適している

と思われる土地で、周囲の営農に支障が無いように計画されております。 

地区の同意もありますので、問題は無いと思います。 

みなさまのご審議を、よろしくお願い申し上げます。 

 

議 長 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 
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議 長 

質疑ありませんか。 

（９番 森田委員 挙手） 

議 長 

９番 森田委員どうぞ。 

 

９番 森田委員 

９番の森田です。 この申請地の横は、たぶん水田と思います。 そこで水

田を、耕作地をですよ、農薬散布か、それから騒音･･･、結果的には朝早く耕

耘したり、稲刈りもひょっとすっき遅くなったりしたときの苦情とかないでし

ょうか。 

いやまあ、自分の地区じゃなかったですが、三瀬の方でですね、別荘地の横

にですね、いっぱい別荘地のできてですね、そいで夜間に水がなかったもんで、

夜遅う水田に水入れて耕耘しよったぎ、その住宅地からやかましかとか、朝早

う作業しよったら、なんか苦情が出たということですので、どがんやろうかな

ぁと思って質問したとです。 

 

議 長 

事務局、なんかありますか。 

 

事務局 

今回の申請につきましても、他の案件と同様にですね、隣接地の農家の方の

同意を、同意書でもらっておりますので、そこら辺を含めて、同意をいただい

たとの判断をしております。 以上です。 

 

９番 森田委員 

この申請地であれば、隣で農作業とかする場合は、必ずなんかあると思わる

っけん、そういったことを考えてから事業ばしなったとやろうかなぁと思うた

けんですね。 

 

議 長 

私もですね、現地を視察したんですけどね、もう横はトラックとかの通った

りする県道ですからね、そこでうるさい。 とにかく農業自体のあれは、そん

なにトラクターやコンバイン使っては、年にそんなに回数ないから。 

むしろ、道ばたの騒音の方がうるさいんじゃないかと。 だから、○○とし

ても、そこは横に県道が通っているけんという条件の中で選ばれるからですね、

まあ、もちろん敷地の中に入るにしても利便が良いとか、大きい道があるとか

で選ばれるとかあるからですね。 

 

（６番 中原委員 挙手） 

６番 中原委員 

私の地区もそうですけど、各地区では共同作業でしよっけんですね、生産組
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合から地区に、何の作業はいつしますって連絡しよっけんですね。 

 

議 長 

そうですね。 そうされよったらですね、○○の方にも、何日にとか明日に

何の作業ばすっですからお願いしますとふれてもらったらですね。 薬かけま

すよっとかね。 

 

９番 森田委員 

そう心がけちゃっきよかですけど、苦情受けたって話を聞きよったけんです

ね。 後から住んだ者が強かけんってですよ、気になったとです。 

 

議 長 

いろいろあっですけど、必要な連絡はしていただいてですね、日頃から地区

での話の場を持っていただきたいと思いますね。 

他にありませんか。 

（なしの声あり） 

議 長 

よろしいでしょうか。 それでは、質疑なしと認め、質疑を終了します。 

申請者は退出をお願いします。 おつかれさまでした。 

（議案第１号、受付番号１番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

議案第１号、受付番号１番について、許可することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は許可するとし、県へ進達することに決

定します。 

 

 

（議案第１号、受付番号２番の申請者が入室、着席を確認） 

議 長 

次に、議案第１号、受付番号２番を審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、受付番号２番を議案書を基に説明】 

議案第１号、受付番号２番、申請地の所在は千代田町境原 字○○ ○○番の

畑１筆 ６０６㎡です。 

転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のとおり

で、ここで議案書の訂正をお願いしますが、完了予定日を令和元年１１月３０

日に訂正をお願いします。申し訳ありませんが訂正をお願いします。 事業は
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令和元年１１月３０日の完了予定です。 

権利の内容は所有権の移転で、農振除外は平成２３年１２月１９日に決定済

みであり、農地区分については「第３種農地になることが見込まれる区域とし

て、宅地化の状況が住宅などの施設が連たんしている区域に近接する区域内に

ある農地の区域で、その規模が概ね１０ha未満であること」と判断され、第２

種農地に該当しますが、農地転用許可基準は、用地選定を行った上で「周辺の

他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」となります。 

位置図などにつきましては、５ページと６ページに添付しております。 

６ページに添付しております土地の利用計画図の左側半分が今回の転用申請

にあたる部分となっており、○○用地として確保してあります。 

参考までに、右側半分につきましては宅地地目であり、申請者が取得され、

会社の寮として利用されることとなっております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図、資金の残高証明書があり、

行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、排水処理や被害防止については、

周囲に支障が無いよう計画されていて、隣接地土地所有者や地区の同意も得て

あります。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

受付番号２番について、地区担当委員のご意見をお願いするところですけど

も、本日、委員が欠席されるので、委員の意見を事務局に委任されていると伺

っております。 事務局よりお願いします。 

 

事務局 

それでは、地区担当委員の意見について、事務局より申し上げます。 

当該申請地につきましては、事業目的に適していると思われる土地で、周囲

の営農に支障が無いように計画されており、地区の同意もありますので、問題

は無いと思います。 

みなさまのご審議をよろしくお願いします、ということでした。 

 

議 長 

はい。意見が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

よろしいですかね。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

申請者は退出をお願いします。 おつかれさまでした。 

（議案第１号、受付番号２番の申請者の退室を確認） 

（採決） 
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議 長 

これより採決します。 

議案第１号、受付番号２番について、許可することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 

よって本案は許可するとし、県へ進達することに決定します。 

 

 

（議案第１号、受付番号３番の申請者が入室、着席を確認） 

議 長 

次に、議案第１号、受付番号３番を審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、受付番号３番を議案書を基に説明】 

議案第１号、受付番号３番、申請地の所在は神埼町城原 字○○ ○○番の畑

１筆 １，５７７㎡です。 

転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のとおり

で、事業は令和２年３月３１日の完了予定となっております。 

権利の内容は所有権の移転で、農振除外は平成２３年１２月１９日に決定済

みで「中山間地域などに存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の

生産性の低い農地」であることから第２種農地に該当し、転用許可基準としま

しては、用地選定を行った上で「周辺の他の土地に立地することが困難な場合

は許可し得る」となっております。 

位置図などは７ページと８ページに添付しております。 

申請に必要な書類として、土地利用計画図、見積書、資金関係の証明書があ

り、行政庁などとの必要な事前協議は行われていて、排水処理や被害防止につ

いては、周囲に支障が無いように計画されていて地区の同意もありますので、

問題ないと思われます。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

受付番号３番について、地区担当委員の６番 中原委員のご意見をお願いします。 

 

６番 中原委員 【地区担当委員の意見】 

６番の中原です。 第１号議案の受付番号３番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の佐藤推進委員とともに、申請者に現地の状況や転用の内容

などを確認しましたが、申請地は、事業目的に適していると思われる土地で、

周囲の営農に支障が無いように計画されており、地区の同意もありますので、

問題は無いと思います。 
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みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

（７番 樋口委員 挙手） 

議 長 

７番 樋口委員どうぞ。 

 

７番 樋口委員 

７番の樋口です。ここ最近ですね、よく申請で、○○の敷地の申請っちゅう

のがかなり出てきているんですけれども、この○○を取り付けた後の耐用年数

ですね、どれくらいあって、計画性っちゅうのがですね、例えば２０年後は○

○はどうなるんですかっていうような内容の把握はされてるわけですかね？ 

例えば２０年後は放棄するってことになりましたら、結局、今、農業委員会

で審議して認可しても、２０年後にはまた、その放棄地が出たという繰返しを

するんじゃないかという風なことを考えられますが、そのあたり事務局、どう

なんですかね？ 

 

議 長 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

では、お答えします。 一忚、事業のシュミレーションということで、初年

度から減価償却が１７年となっておりますので、その間の、最初は赤字ではあ

るんですけれども、一忚、４年目からは黒字に転換という風な形で計画はなさ

れております。 

 

７番 樋口委員 

すいません。 私が言った内容とちょっと違うんですが。 

あの、要はですね、耐用年数が例えば２０年であれば２０年で、減価償却が

１７年って、もうどっちでもいいんですよ。 その後ですね、２０年後にその

運営されなくなった場合、またここが放棄地になったりする可能性があるんで。 

例えばこういう施設、例えば住宅であればですね、５０年６０年って建って

る可能性が高いわけですよ。 だけど、こういう施設に関しては、耐用年数に

見合ったところで、例えば業者さんが引揚げましたといったら、またそこは放

棄地となってしまうわけですね。 だからそういうところが、また今度は農地

に返されるっちゅうても、農地には返せないというのが現状じゃないかと思う

んですね。 

ですから、その辺のやつを、どういう風に事務局としてですね、確認をされ

ながら、こういう申請の受付をされているのかっちゅうのを確認したかっただ

けです。 
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議 長 

こう言われてますが、何かありますかね、事務局からは。 特段、そこにつ

いてのあれは･･･ 

 

事務局 （手持ちの資料等を調べている） 

 

議 長 

あのですね、私も県の常設審議委員会の中でですね、県下の中でもいっぱい

○○への農地転用申請が出ているんですよ。 それで、私がいつも言ってんの

は、もう、県農業会議の事務局の方も好かん事ばオレはいつも言いよるけども、

山林とか傾斜地関係に、結構南側の山林とかに杉なんかを切ってってね、そこ

に張付けていくわけですね、○○を。 そして、その後のことは何も県も考え

てないんですよ、今のところ。 

でも、その例えば、その杉林の下に、上の傾斜地のが崩れていったときに、

誰が補償するかって？ そいぎ、その業者さんの責任があるんじゃないかって

私はいつも言いよっとですけどね。 ところが、県の答弁はですね、現状をそ

のまま動かさない限りは、例えば、ユンボ等でどんどん掘いたくったいなんた

いせん限りは、業者さんの責任はないっちゅうんですよ、責任区分としては。 

だって、そこが現状と違う形になってって何十年も経ったときに、下に民家

があっていっぱい住んどるやろうもんて。 ため池があるわ、側溝があるわっ

て、市道の側溝が埋まったときにどうするかっていうのが、なかなか明快な回

答がないんですよ、県でも。 

そして、先日もその手の話が来たときにですね、結局、業者の方はですね東

京なんですよ。 常設審議委員会の方でも、この間私はちょっと揉めたけれど

もね、東京までどがんして連絡すっとかって。 例えば、東京の方からわざわ

ざ側溝てんなんてん堀りに来っかい？て話になったわけですよ。 

ちょっと話が長くなりましたが、はい。 申請者の方は、何か今の話につい

ては、特段何かはないでしょう？ 

 

申請者 

失礼いたします。 あの、すいません。 申請者の代理人の○○と申します

けれどもお世話になります。 今お話しになったことに関しましては、確かに

耐用年数が２０年とか、まあ、物に関しては決まっておりますので、その２０

年後どうするかっていうとこは、また、この事業者さんの計画にもよると思う

んですけども、利益を企業として出していけるということであれば、改修等し

てですね、また続ける、今回特に、２０年の賃貸借とかそういうことではござ

いませんので、一忚売買をして取得されて、そこで○○をされるという計画に

なっておりますので、まあ、あくまで、ちょっとシュミレーションとしては２

０年というので出してはおりますけども、まあ、それが一忚事業の永続性とい

うのは、企業としてある以上はですね、続けられると思っている点が一点と、

あとは、まあ、今回の事業者さんに関してになりますけども、全国的にいろん
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なところにですね、○○を展開されておりますが、全てで、あの、私たちはで

すね長崎県の方になりますけども、長崎県内においても、こちらの申請もそう

ですけども、基本的には特に造成等何もせずですね、あのー、その土地の形状

のまま、○○を地中に埋め込まれてされるので、えー、まあその点草刈りとか

そういうメンテナンスが必要となってくるんですけども、そういう今回の申請

に関しましては、申請業者さんの長崎の方に大村支店というのがありまして、

私も大村から来たんですけれども、だいたい１時間ちょっとで、一忚現場の方

には来ることができますので、通常の草刈りのメンテナンスとか、そういう･･･

側溝の掃除とかですね、そういったところは大村の方から、事業者さんがされ

るということで聞いております。 以上です。 

 

議 長 

はい、ありがとうございます。 また、事務局から何かありますか。 

 

事務局 

申請者よりお話伺おうと思っていましたので、よろしいです。 

 

議 長 

はい、他にご質疑などありませんでしょうか。 

（なしの声あり） 

議 長 

よろしいですね。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

申請者は退出をお願いします。 おつかれさまでした。 

（議案第１号、受付番号３番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

議案第１号、受付番号３番について、許可することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は許可するとし、県へ進達することに決

定します。 

 

 

（議案第２号、受付番号１番の申請者が入室、着席を確認） 

（議案第２号 農地法第４条関係） 

議 長 

次に、議案書の９ページをご覧ください。 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について議題とします。 

受付番号１番を審議します。 事務局の説明を求めます。 
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事務局 【議案第２号、受付番号１番を議案書を基に説明】 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について説明します。 

受付番号１番、申請地の所在は千代田町渡瀬 字○○ ○○番の田１筆 ７８５

㎡となっております。 

転用の目的や理由、申請人、転用目的などは記載のとおりであります。農振

除外は平成２３年１２月１９日に決定済みであり、農地区分につきましては、

申請地は「第３種農地になることが見込まれる区域として、宅地化の状況が事

業の用に供する施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区

域で、その規模が概ね１０ha未満であること」と判断され、第２種農地に該当

いします。 農地転用許可基準は、用地選定を行った上で「周辺の他の土地に

立地することが困難な場合は許可し得る」となります。位置図などにつきまし

ては１０ページと１１ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図等があり、行政庁などとの

必要な事前確認は済んでいて、周囲に支障が無いように計画されていて、地区

の同意も得てあります。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

受付番号１番について、地区担当委員の３番 城野委員のご意見をお願いしま

す。 

 

３番 城野委員 【地区担当委員の意見】 

３番の城野です。 第２号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

９月２９日に現地の状況や転用の内容などを確認しましたが、申請地は、申

請者の家に隣接して事業の目的に適した土地だと思われます。 

周囲の営農に支障は無く地区の同意もありますので、問題は無いと思われま

す。 みなさまのご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

申請者は退出をお願いします。 おつかれさまでした。 

（議案第２号、受付番号１番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 
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議案第２号、受付番号１番について、許可することに賛成の方の挙手をお願

いします。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり許可することに決定し

ます。 

 

 

（議案第３号 農地法第３条関係） 

議 長 

次に、議案書１２ページからの、議案第３号、農地法第３条の規定による許

可申請について議題とします。 

 

（７番 樋口委員 よろしいですかと挙手あり） 

議 長 

７番 樋口委員、何かありますか？ 

 

７番 樋口委員 

すいません、よろしいですか。 ７番の樋口です。 

３号議案の中で、私の担当地区内の申請があるんですけども、この時に私は退

席せんばいかんでしょうかね？ 今ごろ聞いて、すいません。 

 

議 長 

委員さんの問合せに、事務局は回答願います。 

 

事務局 

あのですね、樋口さん自身が申請の当事者であったり、樋口さんは法人の代表

を務めてありますが、その法人が申請関係者となる案件については、議事参与

の関係があるため、退席をお願いすることになりますけれども、担当地区内の

案件という事だけであれば、在席していただいて、ご一緒に審議していただき

たいと存じます。 

 

７番 樋口委員 

わかりました。 すいませんでした。 

 

議 長 

よろしいですかね。 それでは、議案書１２ページからの、議案第３号、農

地法第３条の規定による許可申請について議題とします。 

先に、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規程による、議事参与の

制限を受ける案件を審議します。 

議案書１３ページの受付番号４番は、９番 森田委員が議事参与の制限を受け

ますので、森田委員の退室を求めます。 
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（９番 森田委員の退室を確認） 

議 長 

それでは、受付番号４番について審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、受付番号４番を議案書を基に説明】 

議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請について説明します。 

議案書１３ページの受付番号の４番は、所有権の移転で、申請理由などは記

載のとおりです。 申請地の位置図を１６ページに添付しています。 

この申請は、農地の全部の効率的耕作要件、経営面積の下限面積要件、農作

業などへの常時従事要件、農地の集団化、農作業の効率化など地域との調和要

件を満たしており、農地法第３条第２項の各号にある不許可の要件に該当せず、

許可基準を満たしているものと思われます。 説明は以上です。 

 

議 長 

はい、事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

よろしいですかね。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

議案第３号、受付番号４番について、許可することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり許可することに決定し

ます。 

 

議 長 

それでは、９番 森田委員の入室を許可します。 

（９番 森田委員の入室、着席を確認） 

 

議 長 

次に、議案第３号の受付番号４番を除く、受付番号１番から６番を一括して

審議します。 事務局の説明を求めます。 
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事務局 【議案第３号を議案書を基に一括して説明】 

受付番号４番を除く１番から５番は所有権の移転、６番は賃借権の設定で、

申請理由などは記載のとおりです。 

申請地の位置図を１４ページから１７ページに添付しています。 

この申請は、農地の全部の効率的耕作要件、経営面積の下限面積要件、農作

業などへの常時従事要件、農地の集団化、農作業の効率化など地域との調和要

件を満たしており、農地法第３条第２項の各号にある不許可の要件に該当せず、

許可基準を満たしているものと思われます。 

なお、受付番号５番と６番は関連する申請であり、現在農事組合法人が借受

けている農地の所有権移転を行うため、同法人の構成員である譲受人から再度

同法人への貸付を必要とするものです。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 何かございませんでしょうかね。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

議案第３号の受付番号４番を除く、受付番号１番から６番について、許可す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり許可することに決定し

ます。 

 

 

（議案第４号 非農地証明） 

議 長 

次に、議案書の１８ページをお開きください。 

議案第４号、非農地証明について議題とします。 

受付番号１番を審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第４号、受付番号１番を議案書を基に説明】 

議案第４号 非農地証明について説明します。 

非農地証明は、「神埼市農業委員会非農地証明事務取扱基準」の規定に基づき、

申請された事案の現地調査や事実確認などを行った上で総会にて審議します。 
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受付番号１番、申請地の所在は、神埼市神埼町城原 字○○ ○○番の畑２０

㎡で、非農地の内容や申請人は記載のとおりです。 

位置図と現地状況の資料を１９ページ、２０ページに添付しております。 

摘要欄に記載しておりますが、申請地は、農振除外済みで、農地区分は「四

方が宅地・道路に囲まれており、宅地の用に供する施設が連たんしている」こ

とから第３種農地であり、長年周辺の営農に支障無く使用されていて、地区の

同意も得られており、課税の状況も含めて、神埼市農業委員会非農地証明事務

取扱基準に適合しております。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

受付番号１番について、地区担当委員の６番 中原委員のご意見をお願いしま

す。 

 

６番 中原委員 【地区担当委員の意見】 

６番の中原です。 第４号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の佐藤推進委員とともに、現地の状況を確認しましたが、申

請地は、長年、農地以外の目的で活用されていて、周囲に支障が無いよう管理

されており、地区の同意もありますので、非農地証明に該当すると思います。 

みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

（１２番 真島委員 挙手） 

議 長 

１２番 真島委員どうぞ。 

 

１２番 真島委員 

１２番の真島ですけど、私は賛成とか反対とかじゃなく質問ですけど、資料

の現況写真を見る限り、これはもう○○？でコンクリート張りということで、

申し訳なかばってん、これは昔で言う無届転用ってことですから。 

昔の無届転用と、山になって荒れとっとの、その違いっていうかですねぇ･･･

なんかねえ、こいないばもう無断転用して後で非農地してもらったがいいんじ

ゃないかってなるけんさい、これどっちかっていうぎさい、４条で○○にして

まーすってさい。 そして今は知りませんが、昔は、すいませんって詫び状っ

てなんて言うですかね、あれ書いてしよったですよね。 今はどうされるか知

りません。 私もそいばせろせろとは言いませんけれどもが、無断って、その

辺がどうされるのか、ちょっと聞きたいと思います。 
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議 長 

えーと、事務局より、よかですか。 説明を。 

 

事務局 

一忚ですね、事務局としては、先ほども申し上げましたように、神埼市農業

委員会非農地証明事務取扱基準の規定に適合しているかどうか判断しており

ます。 

で、過去２０年、おおむねですね、にわたり実際の○○としての課税がなさ

れていると、そういうような事実を、その中の条件に入っておりますので、そ

ういったところで判断しております。 以上です。 

 

１２番 真島委員 

課税状況とか判断しちゃっとるやろうけど、無届けでして２０年経過したら

こいでよかない、やったもん勝ちで、詫びらんでもってなっきいかんねと思う

けんね。 

 

議 長 

たぶん、そいけんこれは忘れてあったと思うさいね。 この○○ば建つっ時

に、そん時は、たぶん○○の建築申請ばあげてあると思うけんね。 

でも、ここの三角の土地ば通らんと○○さい入られんごたっ状況だね。 

 

１２番 真島委員 

故意じゃなかろうばってんね。 気づいとらんってことやろか？ 後で申請

すっきよかろうと思うてとか、そんまましてしもうたとか？ 

 

議 長 

○○ば建つっときに、○○の申請の仕方ばどぎゃんしなったこっちゃいね。 

てっきり忘れて･･･、ここは○○になっとるもんって思うて、そいで申請を

しなったこっちゃいね。 

 

（６番 中原委員 挙手） 

６番 中原委員 

そこは、申請者の息子さんの建てなった○○で、そん時に敷地は申請者であ

るお父さんが誰かに頼んでしてもろっとったと言われたんで。 誰れじゃい、

ちゃんと仕事のできる人やったとやろうけど、この前、○○の敷地を息子さん

に名義替えしようとしたときに、この土地があっとがわかって、農地やったっ

てわかって、どがんしゅうかってなって、そいから相談したって言いんしゃっ

たですもんね。 

 

（１２番 真島委員 挙手） 

１２番 真島委員 

農振除外とか必要となる案件ないば、そいば出して、そして転用申請は忘れ
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てしもうといなってことは、ときたまあるって言いなっけど、こいはどっちも

しといならんで、今わかったってこと？ 

そーんない、反対に、どがんして建てられしゃんやったやろかと、不思議ね

ぇって思うとですよね。 

 

議 長 

それけん後で気づいて、今回こうして出してあるとけんですね。 そのまま

ほったらかしにしといならんけんね。 あら、しもうた、こりゃしとかんばで

けんばいってね。 

やむおえんもんね。 今回こげんして出してもろうとっけんね。 認めんこ

とには○○に入られんけんね。 

他にございますかね。 

 

（５番 八谷委員 挙手） 

５番 八谷委員 

ちょっとよかですかね。 全然違うことかなとも思われることなんですけど

も。 ５番の八谷ですけど、この頃農地パトロールの方でまわったときに、地

目は田でですね、けれども現状は駐車場として、ちょっともう屋根付きの駐車

場になっているような土地がありましたけども、そういったものに対しては、

私たちがどうこう対忚していくべきなのかなって。 一忚、農振除外とかそう

いったことをしてくださいって住民の方に指導するべきなのかどうかという

のが、ちょっとこの頃農地パトロールの中で思ったところなんですけども。 

私も初めてなんで、わからんやったもんで、そこら辺を良いアドバイスがあ

ればお願いしたいと思いまして。 

 

議 長 

事務局から、そういった指導的なことがありますか。 

 

事務局 

はい、ご意見ありがとうございます。 農地の現況把握は、これからも随時、

みなさま方と推進委員さんとの共同で行っていただく通常の活動だと、継続的

な活動だということで取組んでいただきたいと思っております。 

今、八谷委員さんが言われましたような現状を確認されましたとき、私ども

事務局の方と情報共有していただいて、事務局の方で、やはり確実に農地地目

であって、それで無届転用であるのか、または、許可は受けてあって転用して

あるが地目がそのままになっているものなのかを、事務局で確認してから、ま

た委員さん方と情報共有してから対処していくっていうようにさせていただ

きたいと思っております。 

その指導については、例えば通知などを相手に行いますので、委員さま方で

特別してくださいよってことは、例えば、それがちょっと面識がある方とか、

相手がわかりやすい方や、地域の生産組合長とかに情報共有することとかにつ

いては、委員さま方にお願いすることが良いってときはお願いすると思います。 
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委員さんが最前線で何かやってくださいってことは、そこまでは私どもも求

め切らんと思っておりますが、情報をいただく、共有していただくって事はお

願いしたいと思っております。 

そして、八谷委員さんの見つけられた現場は、私も知っている案件じゃない

かと思いましたんで、それでしたら過去にもう指導等をさせていただいている

方だと思いますので･･･。 

今も情報ありがとうございます。こちらでも再度お話しいただいて、調べた

いと思っております。 以上です。 

 

議 長 

先ずは連絡をしてもらうってことでしょうかね。 

 

事務局 

情報共有をお願いしたいっていうことです。 許可は出とっても、転用後に

地目ば変えてらっしゃらないってことがあっですから。 そこは間違えて指導

せんごと、いっぺん確認させてくださいってことをお願いしたかとです。 

 

議 長 

うんうん。 よろしいですかね。 他にございませんでしょうか。 

（なしの声あり） 

議 長 

それでは質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

議案第４号、受付番号１番について、承認することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（挙手多数） 

議 長 

賛成多数であります。 よって本案は、原案のとおり承認します。 

 

 

議 長 

次に、議案第４号、受付番号２番を審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局【議案第４号、受付番号２番を議案書を基に説明】 

受付番号２番、申請地の所在は、神埼市神埼町城原 字○○ ○○番の畑１３

１㎡で、非農地の内容や申請人は記載のとおりです。 

位置図と現地状況の資料を２１ページ、２２ページに添付しております。 

摘要欄に記載しておりますが、申請地は、農振除外済みで、農地区分は「第

３種農地になることが見込まれる区域として、宅地化の状況が住宅の用に供す



 21 

る施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模

が概ね１０ha未満であること」から、第２種農地に該当しますが、長年周辺の

営農に支障無く使用されていて、地区の同意も得られており、課税の状況も含

めて、神埼市農業委員会非農地証明事務取扱基準に適合しております。 

説明は以上です。 

 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

受付番号２番について、地区担当委員の６番 中原委員のご意見をお願いしま

す。 

 

６番 中原委員 【地区担当委員の意見】 

６番の中原です。 第４号議案の受付番号２番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の推進委員とともに、現地の状況を確認しましたが、申請地

は、長年、農地以外の目的で活用されていて、周囲に支障が無いように管理さ

れており、地区の同意もありますので、非農地証明に該当すると思います。 

みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

（なしの声あり） 

議 長 

よろしいですかね。 

（あらためて、なしの声あり） 

議 長 

では、質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

議案第４号、受付番号２番について、承認することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり承認します。 

 

 

(議案第５号 基盤強化促進法第１８条第１項 利用権設定関係) 

議 長 

次に、別冊の議案第５号をご覧ください。 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法、第１８条第１項の規定による農用地
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利用集積計画、利用権設定関係について議題とします。 

１ページの総括表について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 【議案第５号、議案書の総括表を基に説明】 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画 利用権設定関係について説明いたします。 

この計画は、農業経営基盤強化促進法第１７条に基づき、農業経営基盤強化

促進事業を実施する場合、同法１８条に、市町村は利用集積計画を作成し、農

業委員会の決定を経て定めなければならない、とされておりますので、農業委

員会の議決を求めるものであります。 

ではまず、総括表により説明しますので議案書の１ページ目をお開きくださ

い。 

利用権設定関係総括表 

神埼町 新規 ３件、再設定２８件、計３１件 

内訳は、田９２筆 １６７，１２７㎡、畑５筆 ２，１２５㎡、合計９７筆 

１６９，２５２㎡ 

千代田町 新規 ４件、再設定１１６件、合計１２０件 

内訳は、田４５７筆 ８９６，９１５．５８㎡、畑２筆 ２９６㎡、合計４

５９筆 ８９７，２１１．５８㎡ 

神埼市 合計 １５１件 

内訳は、田５４９筆 １，０６４，０４２．５８㎡、畑 ７筆 ２，４２１

㎡、合計５５６筆 １，０６６，４６３．５８㎡ となっております。 

なお、説明しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項に規定された各要件を満たしていると考えます。 

総括表による説明は以上です。 

 

議 長 

只今、総括表の説明が終わりました。 

次に、２ページの農用地利用集積計画、神埼町新規分の番号１番から３番まで

について審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書の集計表を基に説明】 

議案書２ページの神埼町新規 １番から３番の申し出について説明します。 

左から土地の所在、地目、筆数、設定面積、利用権設定を受ける者の住所・

氏名・現在の経営面積、利用権設定をする者の住所・氏名、設定の利用内容、

設定期間となっております。 

設定する内容は、田 １３筆 １８，８３４㎡、畑 ２筆 １，７６８㎡、

合計 １５筆 ２０，６０２㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりです。 説明は以上です。 
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議 長 

事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

質疑はないようですかね。 

（なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

農用地利用集積計画、神埼町、新規分の番号１番から３番について、原案のと

おり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

議 長 

次に、３ページから５ページの、農用地利用集積計画、神埼町再設定分の番

号１番から２８番について審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書の集計表を基に説明】 

議案書３ページの神埼町再設定 １番から５ページ２８番の申し出について

説明します。 

設定する内容は、田 ７９筆 １４８，２９３㎡、畑 ３筆 ３５７㎡、合

計 ８２筆 １４８，６５０㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

ありませんか。 よろしいですかね。 

（なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 
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議 長 

これより採決します。 

農用地利用集積計画、神埼町、再設定分の番号１番から２８番について、原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

議 長 

次に、６ページの、農用地利用集積計画、千代田町、新規分の番号１番から４

番について審議しますが、先に議事参与の制限を受ける案件を審議します。 

番号３番は、７番 樋口委員が議事参与の制限を受けますので、樋口委員の退

室を求めます。 

（７番 樋口委員の退室を確認） 

議 長 

それでは、番号３番について審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、番号３番を議案書を基に説明】 

議案書６ページの、千代田町新規 ３番の申し出について説明します。 

設定する内容は、田５筆 １，４９４㎡となっております。 

その他の内容につきましては、記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

ないでしょうか。 よろしいですかね。 

（なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

農用地利用集積計画、千代田町、新規分の番号３番について、原案のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 
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議 長 

それでは、７番 樋口委員の入室を許可します。 

（７番 樋口委員の入室、着席を確認） 

 

議 長 

次に、千代田町、新規分の、番号３番を除く番号１番から４番までについて審

議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書の集計表を基に説明】 

議案書６ページの 千代田町新規 ３番を除く１番から４番の申し出について

説明します。 

設定する内容は、田７筆 １３，８４６㎡となっております。 

その他の内容につきましては、記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

ありませんか。 よろしいですかね。 

（なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

農用地利用集積計画、千代田町新規分の、番号３番を除く番号１番から４番に

ついて、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

議 長 

次に、７ページから１８ページの、農用地利用集積計画、千代田町再設定分

の番号１番から１１６番について審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書の集計表を基に説明】 

議案書の７ページの、千代田町再設定 １番から１７ページ１１６番の申し出

について説明します。 

設定する内容は、内訳は田４４５筆 ８８１，５７５．５８㎡、畑 ２筆 ２
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９６㎡、計４４７筆 ８８１，８７１．５８㎡となっております。 

その他の内容につきましては、記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 

（なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 

農用地利用集積計画、千代田町、再設定分の番号１番から 

１１６番について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

（農政水産課 入室） 

（農振除外申請事前審査関係） 

議 長 

次に、別冊の議案第６号をご覧ください。 

議案第６号、農振除外申請に伴う事前審査について議題とします。 

議案書に基づき、農政水産課の説明を求めます。 

 

農政水産課 【議案第６号、議案書を基に説明】 

農政水産課の山田と申します。 議案第６号、農業振興地域の整備に関する

法律施行規則第３条の２第１項の規定により神埼市農振除外申請に伴う事前

審査について説明いたします。 着席して説明いたします。 

１ページの農振除外申請に伴う事前審査総括表をお開きください。 

千代田町１件、神埼町３件の、計４件の申請となっております。 

説明につきましては、総括表の項目順に番号、地区名、変更理由、地目、面

積の順に従って説明をさせていただきます。 

なお、申請人、申請地番、資料ページ数については記載のとおりとなってお

りますので、お目通しをお願いいたします。 

１番は、千代田町 用作地区の○○として、田１筆で面積２，９２１㎡となっ

ております。 

２番は、神埼町 田道ヶ里地区の○○として、田 計３筆で面積３，７６８㎡
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となっております。 

３番は、神埼町 城原地区の○○として、田１筆で面積５２８㎡となっており

ます。 

４番は、神埼町 的地区の○○として、田 1筆で面積３９６㎡となっておりま

す。 

詳細については、添付資料の確認をお願いします。 

神埼市農振除外申請による説明は、以上です。 

 

議 長 

農政水産課の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

ちょっと農政水産課さん、私から質問させてもらってよろしいですかね。 

この今の、用作の件なんですね、○○の件ですよね、ここの敷地は、ここは

元の家を除いたところの敷地ですよね？ 

その後、隣の農地との、ここを埋めて高くなるんで、雨水等が隣の農地へ流

れるっていう、そういうことはないんですよね？ 

側溝かなんか入るんかな？ ちょっと、図面見てもよくわからんけども。 

 

農政水産課 

もう一度確認ですけれども、隣接農地に対して側溝を入れるとか、そういう

ことのご確認でしょうか？ 

 

議 長 

うん、例えば雨水が出たときにさいね、隣の田んぼに水が行かんように、側

溝とか、ブロックを一段高くするとか、そういうことの、あれはしてあるのか

なっていうことで聞いてみたくてね。 

 

農政水産課 

一忚こちらの図面によりますとですね、コンクリートブロック積みを行うと

いうことになっているかと思われます。 開発にあたっては、諸関係機関より

適切な指導を行っていきたいと思っております。 

 

議 長 

ブロックで、こう、積むってこと？  

 

農政水産課 

ええ、ブロック積みでそれなりに、必要な高さに行うということで･･･ 

 

議 長 

それなら、隣の田んぼに雨水が行くってことはないわけよね。それで止める
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わけけんね。 

 

農政水産課 

道路側のＵ字溝に行くってことに、そのような設計になるかと思います。 

 

議 長 

はい、わかりました。 他に質疑ありませんかね。 

（１２番 真島委員 挙手） 

議 長 

はい、１２番 真島委員どうぞ。 

 

１２番 真島委員 

１２番の真島です。 ただ字図の確認ですが、何ページきゃん？番号３番で

すね。 これは字図には水路のあっぱってん、その前ページの位置図には、こ

いには水路の入っとらんじゃん？ 

こいは水路のあっとか、なかとやあんみゃあもんね。 私が心配しよっとは、

もし現場に水路のなかぎんた、水路を埋立ててしもうとって、そして○○ば造

成するとか拡幅とか、そういうことの問題になっけんがなぁと思うけん。 

こい、個人の水路になっとっとかな？ 水路て普通国有っつうか、神埼市に

なっとっと思うばってんが･･･。 

 

農政水産課 

お答えさせていただきます。 こちらの水路につきましては現況はございま

す。 こちらの位置図がですね、ちょっと細かいところまでは表示できていな

いところが非常に申し訳ありませんが、現状としては幅 1ｍ強の水路がござい

ます。 

で、実際、なかなか草に覆われているような水路ですので、現場のすぐそば

まで行かないと確認できない程度ではございますが、確実に水路はございます。 

 

１２番 真島委員 

はい、わかりました。 要はあちこちでですね、公有水面を埋立てて、○○

を増設して、そいでトラブルっていうて、そして神埼市がさい、市町村が中に

入って仲裁せんばいかんとかが、過去にもいっぱいあっとっけんが、トラブル

がないようにしてもらいたいと思っています。 以上です。 

 

議 長 

はい、よろしいですか。 他にございますか。 

（なしの声あり） 

議 長 

よろしいですかね。 

（同意の声あり） 
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議 長 

それでは質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（審査採決） 

議 長 

議案第６号、農振除外申請に伴う事前審査について、承認することに賛成の

方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり承認します。 

 

議 長 

以上で、議案第６号、農振除外申請に伴う事前審査を終わります。 

 農政水産課の方は、お疲れさまでした。 どうぞご退席ください。 

（農政水産課 退室） 

 

 

（報告第１号 非農地通知関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第１号をご覧ください。 

報告第１号、非農地通知の発出について報告します。 

番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【報告第１号、報告書を基に説明】 

報告第１号 非農地通知の発出について説明します。 

これは、既に非農地判断した荒廃農地のうち、土地の所有者より非農地化の

同意及び申請があったものについて、申請内容の確認や地区担当委員の現地確

認を行い、非農地であると判断し、正式に「非農地通知」を発出するものです。 

今回非農地通知する土地については、１ページに記載のとおりです。 

名義人：岸川チエ氏他２名、土地の所在は神埼町志波屋 字○○ ○○番の１，

７２９㎡となっており、場所については資料２ページ、３ページをご覧くださ

い。 

現地は、既に非農地化していることを確認いたしました。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

（１２番 真島委員 挙手） 

議 長 

１２番 真島委員どうぞ。 

 

１２番 真島委員 

すいません何度も、１２番の真島です。 こい、さっきの議案第４号とどぎ
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ゃん違うとかね？ 第４号で非農地証明ってことで皆さんに承認いただいて、

今回のとは、これ発行しますって、これ、どがん違うとかね？ 

前に確認したとば、もう、発行したよってことかな？ 

 

事務局 

今、８月等に行っていただいた遊休農地調査の中で、荒廃農地であると判断

されたところについて、本人の申請があって、それを再度現地確認した上で行

うのが非農地通知となります。 

 

事務局 

真島委員さん自身も、前にご相談されたんですけども、○○としては、前の

非農地証明のときは農地法をわからんでやってしもうた、家の先が畑地目やっ

たけど○○と思ってしてしもうた。 で、周囲に影響なく、周りも同意しとい

なって、課税も一定期間以上宅地として扱われとったけん、という基準に照ら

し合せて非農地証明の適用をしよっとです。 

今件は、ずっと管理しよらんけん荒廃してしもうとっとですね。 復旧困難

な荒廃地なんですね。 ですから、それに対して所有者から申請のあったけん

が非農地通知ばしよっとですね 

紛らわしいですね。 どっちも「非農地」、「非農地」ですけんね。 こいは、

どっちもちょっと違うっていうことをご理解していただきたいんですけど。 

いわゆる自然荒廃ですね。自然荒廃で、周辺の農地に対して非農地化するこ

とに影響がない区域にあるところで、本人さんたちが現況の原野とかで登記を

したいというところで、そういった申出のあったところでやるのが非農地通知

の発出になります。 

 

１２番 真島委員 

そんない、私が行ったのは非農地通知だったとね。 

 

事務局 

そうです、真島さんのは山林・原野化しとったですよね。 それについては、

現況の原野などで管理すっけん登記ばしたかって、そいけん現状で認めてくい

ろってことでしたんで。 

さっき係長は今年の調査でって言ったんですけど、調査は毎年しよっけんが、

この土地は、しばらくずーっと荒廃農地で捉えとったとです。 

以前から、最低でも２８年度からは非農地化やむなしの農地として捉えとっ

たので、それについての判断を、今の委員さんにも改めてしていただいたとい

うことになります。 

すいませんが、よろしいでしょうか？ 

 

１２番 真島委員 

他の方、わかったですかね？ 
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（１３番 吉浦副会長がマイクを持ち） 

１３番 吉浦副会長 

その、植えてしもうて山になっとっとの非農地と、宅地とかにしてしまっと

っとの非農地ない、同じやなか･･･。 

 

１２番 真島委員 

わかいなったですかね？ オイは、自分の例ば言われたけんわかったけど。 

 

議 長 

もう尐し、わかるようによかですかね。 

 

（２番 末吉副会長 挙手） 

２番 末吉副会長 

何じゃいやってしもうたとと、ほったらかして原野んごとなしてしもうたと

と、どっちも現状農地になっとらんけん、こがんとは現状で適切に管理しんさ

いよ。 そして、ちゃんと農地として守っていこうてすっところを、はっきり

しんさいよっていうことじゃないかと思うね。 

 

事務局 

ありがとうございます。 ただし自然荒廃でも、自然荒廃してしまって、今

は雑草、雑木が繁ってモヤモヤっとしてしまっとっけれども、周辺に農地の繋

がりがあるところでは、そこば非農地化すっぎ、周りの営農に影響を及ぼして

しまうってことならば、農業委員会は、非農地化じゃなくて遊休農地として改

善に努めてくださいって、そういうことをお願いすることになります。 

まあ、ちょっとそこのさじ加減が、ここはできっけど、こっちはできんって

いうのがあるんで悩みどころなんですけど、逆に委員さん達も現地を廻られて

から、こいどぎゃんやろか？ってあったと思うんですね。 でもここば荒かし

とっぎ周りには影響のあるねっていうところは、やはり非農地化、非農地通知

はあり得ないって思うとってください。 特にそこが農振・農用地であったら

ですね。 

だからこれは、案件の度に、私たちはいろいろな判断材料を持って、お互い

に相談しあってから適切に対忚していかんばなって思っております。 

 

議 長 

うん、むずかしかねぇ。 

 

事務局 

同じ「非農地」って付くけんが、自分たちもどっちの取扱いをするかってで

すけど、通知の方は、あくまで遊休農地調査でここは荒廃してしまった農地と

して、皆さん方の判断の元であがってきたものを根拠としています。 

 

（８番 國部委員 挙手） 
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８番 國部委員 

すいません。これは本人さんからそうしてくださいっちゅう要望のあったか

らしといなったとですよね。 こっちからはせんとですよね。 

 

事務局 

はい、あの、申請があがっています。 

 

８番 國部委員 

そして、現地調査の調査結果を元に判断しなっとですね。 

 

事務局 

そうですね。まあ、事前にご相談いただいて、そして調査の取りまとめた情

報を確かめまして、えー、もちろん今まで捉えなかったりしていたところは、

そういうところも含めて相談は受けるんですけど。 

 

（４番 野田委員 挙手） 

４番 野田委員 

今のお話ですけども、まあ私の地域も中山間地域で荒廃化した農地のいっぱ

いある訳なんですね。 また、小屋を建ててある土地や資材を置いてある土地

もあった訳なんですけど、調査表をもらって、推進委員さんと事前に調べよっ

たら相当数荒廃地の地番のあがっていて、それが私の地区が大部分やったです

から、これはどうした方がよいもんかなあと考えよったですが、非農地通知は

荒廃地を山林・原野化した現況に合せた管理をして、逆に周囲の優良な農地に

悪影響の及ばんごとしなさいよと、そして、その他の今後も耕作していかんば

農地、いわゆる、これからも地域の農業生産性を確保するために必要な守るべ

き農地を明確にしていくために必要な措置と言えるわけですよね。 

ですから、個別に個人が申請するんじゃなくて、周囲とか地区とかが協議し

てから申請したら、その農地の明確化に繋がると思うですね。 

個人でするとは、また労力とか、手続きが知らんことばかりで、なかなか進

まんってこともあるかもしれんので、非農地通知の制度があるならば、それを

知ってもらってとかして、進め方があるんじゃないかなって、これを進めるこ

とに取組まなきゃいかんなあと思ったところなんです。 

 

議 長 

うん、そうですね。 そうですね。 

 

４番 野田委員 

そして、さっきも言いましたが、私の地区は中山間地域で、田んぼとして使

われん土地はみかんとか畑にして、そこが今、手のかけきれなくなってしまっ

て荒れている。 逆に、使わるっ土地は田んぼにしていて、圃場整備も行って

いて、そいけんが、絶対守っていかんばところはどこかっていうのは、そのこ

とはみんなわかっとって、意識を持っていると思うとですね。 
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さきほどありましたけれども、私どもはですね、地域の田んぼがあったとで

すよ。 青年団が耕作して、活動資金ば得るためとかに使いよった農地がです

ね。 ところがそれが、青年団の活動が停滞し、しなくなって、そいで誰も耕

作しなくなった。 そしてその後荒れとった訳なんですが、事務局とかも情報

のきてあるんじゃないかと思うんですが、その土地をきれいにして桑を植えよ

うと、健康志向もあって桑のお茶を作ろうと、桑をですよ。 そしてそこを畑

にしようとですね、グループの立ち上がってですね、会長も元職員で、そして

その土地が７ａくらいですかね、そこをですね、重機を使ってきれいに整備を

しよっとですよ。 

そういったですね、荒廃地も活用でくっところはですね、何とか使っていっ

てですね、そのほかの大部分のですね、もう復元できんような山の方の荒廃地

はですね、とにかく、もう何年も何年も管理しとらんけん山ですよ、雑木や竹

藪や原野やらでずーっとつながっとって、とてもどうこうされるもんじゃなか

ごた状況ですから、非農地化を地区の理解を得てから、出来るところからして

いって、そしてまた理解を増やしていっていかんばいかんやなかかと思ったと

ころですね。 

 

議 長 

うん、そうですね。 

 

（１２番 真島委員 挙手） 

１２番 真島委員 

あのですよ、荒廃農地っていうのは管理しきらんで何年も経ってしまって、

農地パトロールによって確認して、これはもう農地には戻せんよってなったと

ころであって、そいで非農地通知の申請ばするとであって、無届けやったい手

続きわからんで転用してしもうて何年でんたったところとは違う訳で、こりゃ

農地パトロールの対象外ね。 

 

事務局 

そうですね、どっちかと言ったらですね、届出しとらんでこうしてしまった

よっということなんで、荒れとっとじゃなかですね。 遊休じゃなかですよね。 

正直、無届けで転用とかやってしまったものなんで、ちょっとそこも･･･、

そのことは、また１１月の委員の合同研修会やるんで、ご質問とか受けるかな

と思っているんですが、そのときお答えできればと思っております。 

 

１２番 真島委員 

見るからに山林になっとっとこよね。 

 

事務局 

もう、原野・山林化しとっところで。 農地復元はもう難しくなっとって判

断してあるところで。 

 



 34 

（２番 末吉副会長 挙手） 

２番 末吉副会長 

そいけん、非農地化っていうのは、何年も管理しとらんけん、耕作条件の悪

かけん荒廃して、荒廃の進んでしまっているものよね。 

そうですね。 そしたら非農地化は、農振はあくまでも被っとっきできんや

ったよね。いや、変わったかな？ 今どがんなっとっとかな。 

 

事務局 

えっと、農振については最初はですね、農振除外地じゃなからんばいかんっ

ていうのがありました。 ただ、全国的な運用の進んだからでしょうかね、非

農地通知をしたっていうことがですね、農振除外をするっていう理由の一つに

なるっていう通知が出されました。 

ご経験があるんですけど、真島委員さんのケースの時は、農振除外をなさっ

てから、非農地通知を申請されていますけども、非農地通知をしたからといっ

ても、必ず農振除外ば届出んばじゃなかよっていうような運用についても、農

政水産課の担当には通知の来て、農振法の運用にはそのようにあったそうです。 

ただし、その土地で何かをする場合には、そこで農振法による一忚チェックが

かかるということです。 

ですから、私どもとしては農振・農用地じゃない、農振除外地であるところ

でお話ししていることが多いんですけど、やはり、農振除外の方も、区域から

の見直しを求めてくださいっていうことをお伝えしています。 ひょっとすれ

ば委員さん、推進委員さんの活動で、これだけは農地化が難しいというような

一区画があるとすれば、そこでもっての農振・農用地計画の基本的な見直しに

ついてのですね、指標の一つになると思いますので、農地利用状況調査の内容

は毎年毎年農政水産課と情報の共有をしております。 ただ、業務量としては

相当なものとなりますので、その判断は農政水産課の方も苦慮されていると思

います。 

 

（１２番 真島委員 挙手） 

１２番 真島委員 

一忚ですよね、今は農振除外ばしてから非農地通知を申請してくださいって

しよいなっとでしょうが。 だからこれからは脊振でも農振除外ばせんでも非

農地ば発行すっと？ そいとも、今までどおり、まずは農振除外ばしてから非

農地申請ばしてって、やっぱい除外すっとば相談せんばよって、そうして非農

地通知は発行した方がよかろうもん。 基本は、農振除外ばしてからですよっ

て。 

 

（２番 末吉副会長 挙手） 

２番 末吉副会長 

非農地化は、あくまで荒廃農地って捉えたところに限るとやろうし、その判

断は農地パトロールでやって委員が把握したところで、結果は農政課にも示し

とるってことやろうけん、農振除外も根拠のあっとやろう。 そうやろう？ 
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事務局 

はい、その情報共有もやっているので。 今のところ真島委員さんみたいな

ケースが脊振でも続いてあります。 もう農地以外で管理するから農振ば見直

してくれって申請をされてあります。 

 

２番 末吉副会長 

そいけん、荒廃地の周りでぐるっとさい、見直し申請ばさるっきさい、そい

がよかばってんねぇ。 

 

事務局 

野田委員さんも言われたですけど、地域として取組まんばってあったら、そ

れは相当のボリュームになるので、それについては、私どもは通知の事務をき

ちんとしますし、農政水産課側としては、農振の計画としては見直しの･･･や

っぱり見直しのご相談をしていただきたいと思います。 

 

（９番 森田委員 挙手） 

９番 森田委員 

非農地化のところは、現地調査で見て判断した上でしょうけど、脊振は、そ

がんとこばっかいけんね。 ようわからんけど、農振のときもまた農政水産課

は現地ば確認して判断しなっとよね？ 

 

事務局 

それは確実にさせていただいておりますし、ただ、やっぱり、推進上はすぐ

は難しいなっと。 ボリュームは多かったら多かったで･･･、まぁ大変だって

言い方したらいけないんですけども、その辺は･･･ 

 

９番 森田委員 

あまりにも大変けんが？ もっと非農地化してしまうから？ 

 

事務局 

ただ、委員さん方も思われていると思いますが、守るべき農地をはっきりさ

せるっていうのが、この非農地化の業務の本当の意味だとは思ってますので。 

 

議 長 

いっぱい出てくるやろうね。 高齢化してね、人もおらんごとなって。 

 

（１２番 真島委員 挙手） 

１２番 真島委員 

農政と農業委員会が合体してくいなっき、ほんによかばってんね。 

 

（３番 城野委員 挙手） 
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３番 城野委員 

遊休農地は、そこが荒れとったら周りに迷惑かかっけん、本人がするか、本

人ができんやったら周囲や地区や誰かがして管理せんばいかんようなところ

なんで、そがんとば非農地化すっき大変だから、法人化するともそういうこと

を考慮して、尐しでん長く地域の農地ば守っていかんばってことでしようから。 

 

議 長 

あまりにも難しすぎる問題やね。単純に簡単にできることならよかばって

ん･･･ 

（１２番 真島委員 挙手） 

１２番 真島委員 

結局、脊振はですね、あまりにもそがんとこの多かけんですね、もう山ん中

でんですね。 そして農振除外だけでんですね、がばい期間のかかっとですよ。

だからよう聞きよっとですよ。 農振除外は半年以上かかっけんですね、前ん

とがつかえると、また延びっでしょう。 １年以上かかっけんですね。 

実際脊振では、そがんとこばっかいですもんね。 ただでくるって言ったっ

て、もらい手のなかですもんね。 

 

議 長 

猪の、良か運動場になりよっちゃなかでしょうかね。 隠れ場じゃいに。 

 

１２番 真島委員 

もうですよ、相当放ったらかしとっない、そがんとこは木ば植えてください

って、荒らすよりですはね。 

そしたら農振除外ば申請してくださいって、まず登記書や字図でしょう。 

そして同意書ば取ってくれ、現地の写真も撮ってくれって言いなっですけど、

申請しなっ高齢者は、もう７５とか８０とかさい、写真撮ったい字図取ったい

てん、なっかなか難しかとですよ。 

 

（１３番 吉浦副会長がマイクを持ち） 

１３番 吉浦副会長 

ほんなごて、８０でんなる人の、山ん中の田んなかのあっけんてさい、どこ

じゃいわからんごたっところに行ってさい、写真てん撮ってんさい、簡単には

できんってね。 

 

１２番 真島委員 

私でん約１年かかったですよ、農振除外だけでね。 そいけんが非農地通知

ばでくっところは農振除外の申請ば免除してもらった方がよかばってんねと

思いますよ。 そいで農地法の、植林は４条か、そがんともですね、ほんと。 

 

（４番 野田委員 挙手） 
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４番 野田委員 

私の地区はですよ、ずぅーとみかんを植えて栽培しよいなったとですけど、

だんだん農家が高齢化等で尐なくなって、今は数件しかしよいならんで、かな

り広範囲で荒れてるのが増えよっとですね。 国土調査はだいぶ前にあっとっ

けんですけど畑になってますから、一帯ば山にしましょうかってしても、まだ

栽培する方と山に戻したいって方のとこの混在しとっけんですね。 前から荒

れとったところとかは非農地化して、続けるところは守っていってって、地域

で話合っていかんばなって思ってます。 

 

（１２番 真島委員 挙手） 

１２番 真島委員 

だいたい国土調査ではですね、現況主義でですね現況で地目ば変えらるっこ

ともあるんですよね。 ただし、しちゃっところとしちゃらんところがあって

ですね、もう３０、４０年前に木ば植えとって、この頃やっと地目返還したけ

んがですとかね。 

 

４番 野田委員 

そこを方法を活用してですね、適切にしていかるっき良かですけどね。 

 

議 長 

はい、そうですね。 法的に縛られてて、それ以上なかなか進まないってい

うことがありますね。 

では、多く意見が出ましたが、この辺でよろしいでしょうか。 

（委員から「わかりました」の声あがる） 

議 長 

では、質疑が終了しましたので、報告第１号については報告のとおりです。 

 

 

（報告第２号 農地法第１８条第６項の通知関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第２号をご覧ください。 

報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について報告

します。 

議 長 

報告書の１ページと２ページの、受付番号１番から６番について、事務局の

説明を求めます。 

 

事務局 【報告第２号、報告書を基に説明】 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について説明し

ます。 

農地法第１８条第１項ただし書きの第１号に該当する場合は、農業委員会に

通知しなければならないとなっていますので、受理したものをご報告します。 
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１ページに記載の受付番号１番から２ページの６番につきましては、農業経

営基盤強化促進法による賃貸借契約の合意解約です。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 よろしいですね。 

（なしの声あり） 

議 長 

よろしいですね。 ないようですので、報告第２号については報告のとおり

です。 

 

 

（報告第３号 農地利用配分計画関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第３号をご覧ください。 

報告第３号、農地利用配分計画の認可について報告します。 

総括表及び集計表について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【報告第３号、報告書を基に説明】 

報告第３号 農用地利用配分計画の認可 農用地利用配分計画関係について説

明します。 

農用地利用集積計画により、佐賀県農業公社が借り受けた農地について、農

地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定に基づく農用地利

用配分計画の認可の通知があったものについてご報告します。 

１ページの総括表を説明します。 内容は、賃借権による利用権の設定で、

千代田町の１件 田７筆の１３，５３９㎡となっております。 

これは、農地の出し手から農業公社へ利用権設定等を行った農地を、農用地

利用配分計画によって地域の担い手や農事組合法人へ貸付けるもので、詳細を

２ページに記載しております。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・忚答） 

議 長 

ないでしょうか。 

（なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、報告第３号については報告のとおりです。 
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議 長 

以上で、本総会に付議された議案の審議は、全て終了しました。 

これをもちまして、令和元年 第１０回神埼市農業委員会総会を閉会します。 

ご審議ありがとうございました。 長時間になりました。 ありがとうござ

いました。 

１１時１０分 閉 会 


